
この情報についてのお問合せは、

お気軽に、本社 （０７５）６６１－２１７１ まで

「飲んだら乗るな」が大原則ですが、アルコールの影響度には個人差があ

ります。「これ位は・・」という思いは誰しもありますが、事故等が起きた際に

は悲惨なことになるリスクがあります。法令に該当する事業所は安全運転

管理者によるアルコール検知器でチェック管理する必要がありますが、マ

クロな視点で社用車の範囲に留めずに通勤時のマイカーや自転車にも

啓蒙する事が重要です。「飲んだら乗るな、自転車も！」 出野

「知恵の経営報告書２０１２」実践モデル企業

丸福産業
イチオシ情報

令和６年１月号 Ｖｏｌ.１５６

飲酒運転･酒気帯び運転を無くしましょう！

｢飲んだら乗るな自転車も！｣としませんか？

｢アルコールチェッカー｣のご相談はお気軽に
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アルコール検知器で安全運転管理
ご存じですか「車両等」には自転車も含まれます

上記に該当する事業所は安全運転管理者による

などの業務を行う事が義務づけられています。

酒気帯び運転の基準は
呼気１リットル中の
アルコール濃度が
０.１５ｍｇ以上で
検挙され罰則や行政処分
を受けます

道路交通法第65条には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」とあります。
この「車両等」には自転車も含まれるので、違反すれば「5年以下の懲役又は100万円以下の
罰金等」の対象となり、車両提供者や酒類提供者も罰則を受ける可能性があります。

アルコールチェッカー
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